--------------------------
規則
--------------------------
高知県漁港管理条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。
平成27年　月　日
高知県知事　尾﨑　正直
高知県規則第　号
高知県漁港管理条例施行規則の一部を改正する規則
高知県漁港管理条例施行規則（昭和38年高知県規則第38号）の一部を次のように改正する。
第９条第１項第２号中「独立行政法人水産総合研究センター（独立行政法人水産総合研究センター法（平成11年法律第199号）第２条の独立行政法人水産総合研究センターをいう。）」を「国立研究開発法人水産総合研究センター（国立研究開発法人水産総合研究センター法（平成11年法律第199号）第２条の国立研究開発法人水産総合研究センターをいう。）」に改め、同条第２項第７号中「適当と」を「適当であると」に改める。
附　則
この規則は、平成27年４月１日から施行する。
規　則
◎高知県漁港管理条例施行規則の一部を改正する規則
